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「令和２年度広島県職場環境実態調査」の結果について 

 

 

 

１ 調査の概要 

(１) 目的 

県内の事業所の職場環境の整備状況を把握し，男女がともに働きやすい環境の整備等

の施策の基礎資料とする。 

(２) 調査方法等 

調査基準日 令和 2年６月１日 

調査対象 
企業常用雇用者数 10人以上の県内の事業所 2,500 事業所 

産業分類と企業常用雇用者数の規模別に層化して無作為に抽出 

有効回答数 

（回答率） 

973 事業者（38.9％） 

 内訳 企業常用雇用者数３０１人以上   事業者  ４５（１.８％） 

      １０１人以上３００人以下   事業者 １０１（４.０％） 

           １００人以下   事業者 ８２７（３３.１％） 

 

２ 主な調査結果の概要 

○女性の役員 

女性を役員に登用している事業所の割合４７.８％（前年から１.９ポイント低下） 

役員に占める女性の割合２４.３％（前年から０.３ポイント上昇） 
 

○女性の管理職 

女性を管理職に登用している事業所の割合３０.５％（前年から１.１ポイント低下） 

管理職に占める女性の割合１６.０％（前年から０.７ポイント低下） 
 

○育児休業取得率 

女性従業員９６.５％（前年から０.４ポイント上昇） 

男性従業員１３.０％（前年から５.７ポイント上昇） 
 

○年次有給休暇の取得状況 

１人当たりの取得率５４.６％（前年から４.７ポイント上昇） 

【付与日数１５.６日，取得日数８.５日】 
 

○ハラスメント対策の状況 

セクシャルハラスメント対策：講じている５４.４％（前年から２.３ポイント上昇） 

パワーハラスメント対策：講じている５１.７％（前年から０.７ポイント上昇） 

マタニティハラスメント対策：講じている３６.７％（前年から１.２ポイント低下） 

パタニティハラスメント対策：講じている２６.０％（前年から３.１ポイント低下） 

カスタマーハラスメント対策：講じている２５.１％ 
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３ 調査の結果（主な項目） 

(１) 女性の役員，管理職 

◆女性役員の登用状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ１ Ｒ2 

女性を役員に登用している 

事業所等の割合 
４９.７ ４７.８ 

役員に占める女性の割合 ２４.０ ２４.３ 

 

 

 

 

◆女性管理職（課長級以上の職）の登用状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ１ Ｒ２ 

女性を管理職に登用している 

事業所等の割合 
３１.６ ３０.５ 

管理職に占める女性の割合 １６.７ １６.０ 

 

 

 

 

(２) 仕事と育児の両立 

◆育児休業取得率 

（単位：％） 

区 分 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

女性従業員 ９１.７ ９２.１ ９８.０ ９６.１ ９６.５ 

男性従業員 ５.８ ５.３ ８.７ ７.３ １３.０ 

※ 調査対象期間は，過去１年間(Ｈ31.4.1～Ｒ2.3.31) 
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(３) 仕事と介護の両立  

◆介護休業取得期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(４) 年次有給休暇 

◆年次有給休暇の取得状況        （単位：日，％） 

区 分 Ｈ２８ Ｈ29 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

従業員１人当たりの付与日数の平均 １５.７ １６.２ １５.７ １５.６ １５.６ 

従業員１人当たりの取得日数の平均 ７.３ ７.５ ７.３ ７.８ ８.５ 

１人当たりの取得率 ４６.３ ４６.３  ４６.７ ４９.９ ５４.６ 

※ 調査対象期間は，過去１年間(Ｒ元(Ｈ31)年又はＲ元(31)年度の実績 
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 (５) ハラスメント対策 

◆セクシャルハラスメント対策の状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ１ Ｒ２ 

有 ５２.１ ５４.４ 

無 ４７.９ ４５.６ 

 

 

≪対策の主な内容（令和２年度）≫ 

・就業規則等による方針の明文化‥‥‥‥‥‥‥‥７３.２％ 

・相談窓口の設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４７.９％ 

・相談があった場合の迅速かつ適切な対応‥‥‥‥４７.１％ 

 

◆パワーハラスメント対策の状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ１ Ｒ２ 

有 ５１.０ ５１.７ 

無 ４９.０ ４８.３ 

 

 

≪対策の主な内容（令和２年度）≫ 

・就業規則等による方針の明文化‥‥‥‥‥‥‥‥６５.８％ 

・相談があった場合の迅速かつ適切な対応‥‥‥‥５１.０％ 

・相談窓口の設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４７.１％ 

 

◆マタニティハラスメント対策の状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ１ Ｒ２ 

有 ３７.９ ３６.７ 

無 ６２.１ ６３.３ 

 

 

≪対策の主な内容（令和２年度）≫ 

・就業規則等による方針の明文化‥‥‥‥‥‥‥‥６２.９％ 

・相談窓口の設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１.９％ 

・相談があった場合の迅速かつ適切な対応‥‥‥‥５１.３％ 
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◆パタニティハラスメント対策の状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ１ Ｒ２ 

有 ２９.１ ２６.０ 

無 ７０.９ ７４.０ 

 

 

≪対策の主な内容（令和２年度）≫ 

・相談があった場合の迅速かつ適切な対応‥‥‥‥５３.９％ 

・就業規則等による方針の明文化‥‥‥‥‥‥‥‥５２.５％ 

・相談窓口の設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４８.９％ 

 

◆カスタマーハラスメント対策の状況 

（単位：％） 

区 分 Ｒ２ 

有 ２５.１ 

無 ７４.９ 

 

 

≪対策の主な内容（令和２年度）≫ 

・相談があった場合の迅速かつ適切な対応‥‥‥‥５８.５％ 

・事実関係が判明した場合の適切な措置の実施‥‥４４.８％ 

・相談窓口の設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４２.０％ 

 

(６) 雇用 

◆障害者雇用を進める上での課題 
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◆高年齢者（65 歳以上）の採用で重視する点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆若年者の採用（正社員）においての課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆非正規社員の処遇改善等の取組 
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特にない

非正規社員の処遇改善等の取組（複数回答）
n=684  (事業者)
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高年齢者（65歳以上）の採用で重視する点（複数回答）

n=850（事業者）
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若年者の採用（正社員）においての課題（複数回答）
n=889（事業者）


